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京
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せ
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証
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次
の
と
お
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発
売
す
る
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令
和
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年
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月
二
十
八
日

東
京
都
知
事
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池
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合
子
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第
二
千
五
百
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十
回
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京
都
宝
く
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託
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の
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、
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せ
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す
る
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と
が
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い
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る
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京
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入
者
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贈
与
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受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
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の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
六
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

二
百
万
枚

二
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五

月
十
日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
四
年
五
月
十
三
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
五
月
十
八
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

二
百
五
十
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
九
本

二
等

三
十
万
円

四
十
本

三
等

三
万
円

二
百
本

四
等

五
千
円

二
千
本

五
等

千
円

二
万
本

六
等

百
円

二
十
万
本

計

二
十
二
万
二
千
二
百
六
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
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の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

二
百
万
枚

二
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一

日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

二
百
五
十
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
九
本

二
等

三
十
万
円

二
十
本

三
等

三
万
円

四
百
本

四
等

五
千
円

二
千
本

五
等

千
円

二
万
本

六
等

百
円

二
十
万
本

計

二
十
二
万
二
千
四
百
四
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

二
百
万
枚

四
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
四
年
六
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
一

日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

三
千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

千
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
九
本

二
等

百
万
円

二
十
本

三
等

一
万
円

四
千
本

四
等

二
千
円

二
万
本

五
等

二
百
円

二
十
万
本

幸
運
の
ク
ー
ち
ゃ
ん
賞

三
万
円

二
百
本

計

二
十
二
万
四
千
二
百
四
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
六
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
万
枚

二
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

被
封
式
（
被
封
さ
れ
た
特
定
部
分
を
削

り
取
る
こ
と
に
よ
り
、
一
等
か
ら
五
等

ま
で
の
当
せ
ん
が
判
明
す
る
方
法
）

六

発
売
期
間

令
和
四
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月

四
日
ま
で

七

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
六
月
十
五
日

八

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数
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等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

三
百
万
円

二
本

二
等

五
万
円

百
四
十
本

三
等

一
万
円

千
二
百
本

四
等

千
円

一
万
本

五
等

二
百
円

三
十
万
本

計

三
十
一
万
一
千
三
百
四
十
二
本

九

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
五
十
万
枚

三
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
四
日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
四
年
七
月
八
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

二
千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

五
百
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

十
四
本

二
等

百
万
円

三
十
本

三
等

一
万
円

千
五
百
本

四
等

二
千
円

一
万
五
千
本

五
等

二
百
円

十
五
万
本

女
神
の
微
笑
み
賞

二
万
円

六
百
本

計

十
六
万
七
千
百
四
十
七
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
一
号

当
せ
ん
金
付
証
票
を
次
の
と
お
り
発
売
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
八
回
東
京
都
宝
く
じ

二

受
託
銀
行
等
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
五
号

三

発
売
の
数
及
び
総
額

百
万
枚

一
億
円

四

証
票
金
額

一
枚
百
円

五

証
票
型
式

開
封
式

六

発
売
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
七

月
四
日
ま
で

七

抽
せ
ん
期
日

令
和
四
年
七
月
八
日

八

当
せ
ん
金
支
払
開
始

期
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

九

当
せ
ん
金
の
額
及
び
当
せ
ん
の
数

等

級

当
せ
ん
金

当
せ
ん
本
数

一
等

千
万
円

一
本

一
等
の
前
後
賞

二
百
五
十
万
円

二
本

一
等
の
組
違
い
賞

十
万
円

九
本

二
等

三
十
万
円

十
本

三
等

一
万
円

百
本

四
等

五
千
円

千
本

五
等

千
円

一
万
本

六
等

百
円

十
万
本

計

十
一
万
一
千
百
二
十
二
本

十

注
意
事
項

㈠

発
売
者
若
し
く
は
受
託
銀
行
等
か
ら
直
接
に
購
入
し
た
者
若

し
く
は
当
該
購
入
者
か
ら
贈
与
を
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
以
外
の
者
は
、
当
せ
ん
金
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈡

証
票
は
、
転
売
で
き
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
二
号

東
京
都
市
計
画
事
業
汐
留
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
汐
留
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
野
区
中
野
一
丁
目
二
番
五
号

東
京
都
第
二
市
街
地
整
備
事

務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
七
年
三
月
七
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
三
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定

令
和
三
年
十

二
月
二
十
一

稲
城
市
大
字
東

長
沼
字
三
号
九

延
長十

四
・
二
三

に
よ
る
道
路

日

百
五
十
五
番
一

の
一
部
、
同
番

一
地
先
、
同
番

六
の
一
部
、
同

番
六
地
先
、
同

番
七
の
一
部
及

び
同
番
七
地
先

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
四
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
１６
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
十
八
番

中
層
耐
火

五
六
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

日
野
平
山
ア
パ
ー
ト

（
７
、
８
号
棟
）

日
野
市
平
山
四
丁
目
二
十
番
地

同
右

四
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
〇
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
七
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
三
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

南
馬
込
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

大
田
区
南
馬
込
三
丁
目
二
十
九
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

三
二
、
六
〇
〇
円

七
三
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
一
〇
〇
円

八
五
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

四
四
、
七
〇
〇
円

一
〇
〇
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
五
、
一
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

五
三
、
九
〇
〇
円

一
二
一
、
五
〇
〇
円

南
馬
込
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
六
〇
〇
円

七
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
八
、
一
〇
〇
円

八
七
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
四
、
七
〇
〇
円

一
〇
二
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

四
五
、
一
〇
〇
円

一
〇
三
、
六
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
１７
、
１８
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
十
八
番

中
層
耐
火

四
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

八
五
戸



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
八
百
五

十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
西
新
橋
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）１１

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
三
鷹
市
井
口
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）１３



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） １４



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）１５



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） １６



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）１７



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） １８

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行

規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）１９



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） ２０



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）２１



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） ２２

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月

日

備
考

臨
港

道
路

中
防
内

五
号
線

五
五
、
五

〇
六
・
一

〇
平
方
メ

ー
ト
ル

五
〇
、
二

一
九
・
五

一
平
方
メ

ー
ト
ル

令
和
四
年

三
月
一
日

別
図
の
と

お
り



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）２３

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
四
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

区
間

延
長

面
積

開
始
年

月
日

備
考

臨
港

道
路

中
防

内
六

号
線

江
東

区
海

の
森

三
丁

目
地

内

一
、
六
八

七
・
四
〇

メ
ー
ト
ル

三
四
、
三
八

一
・
八
二
平

方
メ
ー
ト
ル

令
和
四

年
三
月

一
日

別
図

の
と

お
り



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） ２４

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
五
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
港
道
路
の
占
用
を
制

限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

臨
港
道
路

路
線
名

占
用
を
制
限
す
る
区
域

中
防
内
六

号
線

江
東
区
海
の
森
三
丁
目
地
内

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
一
日



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）２５
◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
六
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
東
京
港
海
岸
に
係
る
次
に
掲
げ
る
区
域
を
海
岸
保
全

区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
書
は
、
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

海
岸
名

（
沿
岸
）
東
京
湾
（
海
岸
）
東
京
港

（
地
区
海
岸
）
港
地
区
（
地
先
海
岸
）
台
場
そ
の
二

二

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
基
点

四
と
基
点
一
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
一

港
区
台
場
一
丁
目
十
番
一
号
三
等
三
角
点
三
番
台

場
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
八
分
二
・
二
八
九
四
九

秒
、
東
経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
二
十
二
・
九
三

八
四
六
秒
）
か
ら
真
北
百
十
九
度
三
十
六
分
〇
秒

八
百
五
十
四
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点
（
北
緯
三

十
五
度
三
十
七
分
四
十
八
・
五
九
四
二
七
秒
、
東

経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
五
十
二
・
四
六
五
四
二

秒
）

基
点
二

基
点
一
か
ら
五
十
六
度
二
十
三
分
十
一
秒
四
十
五

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
百
四
十
六
度
二
十
二
分
二
十
五
秒
百

五
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
百
三
十
六
度
二
十
一
分
五
十
四
秒

四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
岸
保
全
区
域
略
図

次
図
の
と
お
り



令和4年2月28日（月曜日）東 京 都 公 報（第17525号） ２６



（第17525号）東 京 都 公 報令和4年2月28日（月曜日）２７
◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
七
号

令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
東
京

港
海
岸
保
全
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、

同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
書
は
、
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

海
岸
管
理
者

東
京
港
港
湾
管
理
者
の
長

二

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
基
点

四
と
基
点
一
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
一

港
区
台
場
一
丁
目
十
番
一
号
三
等
三
角
点
三
番
台

場
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
八
分
二
・
二
八
九
四
九

秒
、
東
経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
二
十
二
・
九
三

八
四
六
秒
）
か
ら
真
北
百
十
九
度
三
十
六
分
〇
秒

八
百
五
十
四
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点
（
北
緯
三

十
五
度
三
十
七
分
四
十
八
・
五
九
四
二
七
秒
、
東

経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
五
十
二
・
四
六
五
四
二

秒
）

基
点
二

基
点
一
か
ら
五
十
六
度
二
十
三
分
十
二
・
八
六
秒

二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
百
四
十
六
度
二
十
二
分
二
十
四
・
四

三
秒
百
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
五
十
六
度
二
十
一
分
五
十
三
・
九
三

秒
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
岸
保
全
区
域
略
図

次
図
の
と
お
り


